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成長戦略における事業承継に係る記載
 成長戦略において第三者承継を強力に支援し、経営者保証解除に取り組むことを明記。

〇中小企業・小規模事業者の生産性革命の更なる強化
◎新陳代謝の促進
• 事業承継を契機に行う新事業展開を促進するため、現行の事業承継補助金について、第二創業・ベンチャー型事業承継への支援の拡充・重点化を行
う。また、同補助金において、経営資源引継ぎ型の創業や事業承継を後押しするための方策について検討する。

• 創業希望者による創業や事業承継を促すため、事業引継ぎ支援センターの業務に、経営資源引継ぎのマッチング業務や廃業相談対応を追加する。

• 本年度中を目途に「事業引継ぎガイドライン」（平成27年3月中小企業向け事業引継ぎ検討会策定）を見直し、より実践的な内容とするとともに、経
営資源引継ぎに関する内容を追加する。

• 本年度中を目途に後継者人材バンクを全国の事業引継ぎ支援センターに拡大する。また、全国の創業支援機関とも連携して、同バンクに登録される
創業希望者の数を大幅に増加させる。あわせて、土地、建物、設備等の経営資源の引継ぎに係る情報を含めて、事業引継ぎ支援データベースを抜本拡
充する。

• 昨年抜本拡充された法人の事業承継税制や今年創設された個人版事業承継税制の活用促進を図りつつ、引き続き、10年程度の集中実施期間で第
三者承継を含めた事業承継を強力に支援するため、予算や税といった総合的な支援を進める。その際、後継者不在の中小企業が、外部から後継者
候補のトライアル雇用を行う場合における支援策を検討する。

◎経営者保証
• 経営者保証が事業承継の阻害要因とならないよう、原則として新旧経営者からの二重徴求を行わないことを明記した「経営者保証に関するガイドライ
ン」 の特則を年内を目途に策定する。また、中小企業等が経営者保証を不要とするための要件を充足できるよう、専門家の確認・支援を受けることが
できる体制を整備する。さらに、事業承継時に後継者の経営者保証を不要とする新たな信用保証メニューを創設するとともに、保証料負担を最大ゼロ
まで軽減する政策を推進する。加えて、商工中金が原則無保証化するなど、政府系金融機関・信用保証協会の取組を一層促すとともに、これらの施策
を通じて民間金融機関による経営者保証に依存しない融資についても一層進めていく。

成長戦略（2019）



７０歳未満
（約１３６万人）

事業承継における残された課題
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＜2025年の中小企業経営者＞

127万者
（後継者未定）

［全体：約381万人（平成28年度調査）］

70歳以上
（約245万人）

 これまで、事業承継税制の抜本拡充等により、親族内承継を強力に後押し。
 今後はさらに後継者不在の中小企業の第三者承継を強力に後押しすべく、税制措置の創設の

検討を進めるとともに、経営者保証解除に向けた取組を加速させる。

後継者確定
118万者

法人版事業承継税制の抜本拡充／個人版事業承継税制の創設

第三者承継支援の抜本的拡充が必要

税制等による強力な後押し

今後の取組第三者承継の可能性のある者※

約60万者
10年間の集中実施期間では、

年間６万者以上
※中小企業の黒字廃業比率（49.1％）

経営者保証解除パッケージ

平成28年度総務省「個人企業経済調査」、
平成28年度 (株)帝国データバンクの企業概要ファイルから推計

個人保証の解除が重要
今後の取組＜後継者未定の理由＞

後継者候補がいない
77.3％

個人保証
以外

40.2％

（資料）平成29年度中小機構アンケート

個人保証
59.8％

後継者候補はいるが、
承継を拒否 22.7％

＜事業承継拒否の理由＞



Ⅰ.第三者承継の促進について



第三者承継の意義

 第三者承継は、単に雇用・技術・取引関係の「維持」にとどまらず、人材･販路等の経営資源の集約化・有
効活用や、経営者の若返り等により、大きな「成長」に繋がる。

 その結果、地域経済の持続的発展、税収増にも貢献。

〇経営者年齢層毎の売上高

14.4%

21.8%

26.0%

33.8%

51.2%

38.9%

27.5%

44.7%

46.7%

44.7%

43.8%

37.1%

47.2%

44.3%

40.9%

31.5%

29.2%

22.4%

11.6%

13.9%

28.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

70歳以上

60歳以上70歳未満

50歳以上60歳未満

40歳以上50歳未満

30歳以上40歳未満

30歳未満

全体

増加 横ばい 減少

（資料）平成28年度 中小企業庁委託調査

n＝4857社

経営者年齢が若い方が
売上高が増加する傾向。

〇第三者承継実施企業と非実施企業の経常利益の比較（直近3年間）

48.4

35.9

36.1

43.8

15.4

20.3

0% 100%

実施をした(n=479)

実施､検討をしていない
(n=3,047)

増加傾向 横ばい 減少傾向

第三者承継後に経常利益が増加した者の割合は、
第三者承継をしていない者の1.35倍

資料：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)「成長に向けた企業
間連携等に関する調査」(2017年11月) 4



事業売却の促進

★事業引継ぎ支援センターの体制強化

★事業承継補助金の拡充

マッチング後の取組支援

• 後継者人材バンクの活用によるマッチング強化
• 創業事業との連携
• データベースの開放による民間事業者の参入促進

★承継トライアル事業

★第三者承継促進税制（売り手支援）

★事業引継ぎガイドライン

• 売り手にインセンティブを設けることにより、第三者承継を強力
に後押し

• ベンチャー型事業承継など、新規性の高い取組に対して、
補助率の引上げなど支援重点化

• 廃業時の処理費用も支援

・ 後継者教育の「型」を実証し、マッチング精度を高める。

・ 民間仲介事業者に対して、中小M&A時の指針を提示

手数料の引下げ・事業承継の機運醸成

中小企業のマッチング環境の現状 マッチング時の課題 マッチング後の課題

第三者承継の促進に向けた政策パッケージ
• 年間6万件以上の第三者承継を進めていくためには、情報不足やマッチング体制、仲介手数料等の課題を解決し、中小企業のマッチング環境を整備する必要がある。
• このため、マッチング支援体制の強化などの各種取組の拡大や、税制措置の新設といった総合的な取組について、要望・検討中。

• 民間プラットフォーマーと連携し、より身近な形での仲介を推進

★経営者保証解除パッケージ

官民による事業承継ファンドの積極活用
事業承継ネットワークの相談体制強化
• 専門家派遣を通じた、承継後の経営指導

後継者不在

事業に将来性がない

税負担

個人保証が重い

マッチングのルールが不透明

仲介手数料が高い 環境が不整備

マッチング後の事業化面の支援

マッチング後の経営戦略・ガバナンス強化

情報不足

後継者候補の教育

• 民間・中小機構のファンドを通じた企業価値向上

地銀と人材派遣会社の連携強化等

• 「経営者保証ガイドライン」の特則を策定し、先代経営者と
後継者からの保証の二重取りを原則禁止

• 経営者保証を不要とする新たな信用保証制度の創設

★第三者承継促進税制（買い手支援）
• 買い手の税負担軽減により、第三者承継の効果を最大化

マッチング環境の整備
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＜M&A仲介会社等の有識者の見解＞
• 売り・買い案件の割合は1：9～２：8 程度。
• M&A仲介業務は、一定の工数が必要であり、コストが
かかる。仲介会社が増えず案件も成立しにくく、1件当
たりの手数料が高くなる。

＜事例＞
• 東京都の介護事業者。後継者不在の同業他社を事業譲
渡の手法で第三者承継を実施。1200万円の「のれん」
が発生。

• これが資金繰りの負担になり、承継後もしばらくの間、事業
が軌道に乗らなかった。

• 売り案件が圧倒的に少なく、マッチングが
成立しずらい。

• 中小企業の多くは、収益状況が悪化して手遅れ
となった結果、「消極的な廃業」に陥っている。

• また、事業引継ぎ支援センターへの相談者の
３割以上は債務超過であり、マッチングが困難。

• M＆A後は、統合費用や、事業の発展を視
野に入れた資金を確保する必要があり、
大きな資金繰り負担が発生。

＜事例＞
• 東京の老舗焼き鳥店にも漬物を供給する名店。経営者が高
齢になったが、事業売却のインセンティブがなく、経営を継
続。

• 徐々に業績が悪くなり、新規借入も困難に。債務超過に陥
り、改善も見込めなくなり、弁護士と相談の上、廃業。

（注）★は成長戦略記載事項で要望・検討中のもの



Ⅱ.事業承継時の経営者保証解除に向けた
総合的な対策について



借入全部
57.4%

借入の一部
29.3%

 ２０１４年２月に「経営者保証に関するガイドライン」を施行。
 「企業と経営者個人の資産・経理の明確な分離」、「法人単体での十分な債務返済能
力」、「適時適切な情報開示」 ⇒無保証で融資を受けられる可能性。

経営者保証のない新規融資は徐々に増加。ただし、融資全体の約９割は経営者保証付き。

経営者保証解除～これまでの取組

融資を受ける際に経営者保証しているか
（平成29年度中小機構アンケート：有効回答9,970）

新規融資のうち経営者保証していない比率（金融庁、中企庁調べ）

12.1%

14.3%
16.5%

19.1%

24.0%

32.4%
33.7%

36.1%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

民間金融機関平均

政府系金融機関平均
（5.2万件）

（7.3万件） （6.9万件）
（6.9万件）

（42.5万件）

（51.0万件）
（56.7万件）

（63.4万件）

経営者保証していない
13.3％

経営者保証あり
86.7％
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事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策
 切れ目のない事業承継支援策を実施してきた中で、経営者保証が後継者候補の確保のネック。
 事業承継時に後継者の経営者保証を可能な限り解除していくため、金融機関と中小企業者の双方の
取組を促す、総合的な対策を実施。

（１）商工中金は、「経営者保証ガイドライン」の徹底により、一定の条件を満たす企業に
対して「原則無保証化」（令和２年１月から開始）
＊新規融資に占める無保証融資の割合は、現状の３５％から大幅増加を見込む

１．政府関係機関が関わる融資の無保証化拡大

事業承継時に一定の要件の下で、経営者保証を不要とする新たな信用保証制度を
創設。また、専門家による支援・確認を受けた場合、保証料を軽減し、最大でゼロに
（保証協会における管理に必要な費用の一部（約0.2％）を除く）（令和２年４月から開始〈年内相
談受付開始〉）

（２）

２．金融機関の取組を「見える化」し、融資慣行改革へ

（４）金融機関の経営
者保証なし融資の
実績等（KPI）を
公表

• 民間銀行：2019年度下期分～（半
年毎の自主公表を慫慂、金融庁HPで
取りまとめ公表）

• 政府系金融機関：2018年度分～
（中企庁HPで本年6月公表済み）

①事業承継に焦点を当てた「経営者保証ガイドライン」
（2014年2月施行）の特則策定・施行（年内目途
に策定・公表、令和２年４月運用開始）
*旧経営者と後継者の二重徴求の原則禁止、保証設定時の事業承継への影響考慮等

②経営者保証解除に向けた、専門家による中小企業の
磨き上げ支援（経理の透明性確保や財務内容の改善等）や
ガイドライン充足状況の確認（令和２年４月開始
〈年度内磨き上げ支援の試行開始を目指す〉） 8

（３）



 民間金融機関（※）に対し、「経営者保証に関するガイドライン活用実績調査」を半期に一度実施。

 平成30年度の「経営者保証に関するガイドライン」の活用状況を見ると、新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割
合については、一部の地域金融機関で同割合が50％を超えている先がある。 民間金融機関全体では19.1％と、前年度の実
績と比べて2.6％ポイント上昇。

 代表者の交代時の対応状況については、特に新・旧経営者から二重で個人保証を徴求している割合が18.6％であり、前年同
期比18.8％ポイント低下（事業承継時のデータを取り始めた平成28年度下期比26.7％ポイント低下）。

（参考１）経営者保証に関するガイドライン －活用実績－

（※）主要行等、その他銀行、地域銀行、信用金庫（信金中央金庫を含む）、信用組合（全国信用組合連合会を含む）

12.2%

14.4%
16.5%

19.1%

13.4%

16.4%

19.5%

23.6%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

27年度 28年度 29年度 30年度

全体 地域銀行

地域銀行

全体平均

（資料）金融庁

新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合の推移 事業承継時の保証徴求割合の推移

18.6%

37.4%

45.3%

40.8%

34.5%

28.4%

30.4%

18.3%

18.1%

10.2%

9.8%

8.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30年度

29年度

28年度下期

（注）上記は旧経営者が保証を提供している先における代表者交代手続きが
行われた場合の件数割合を記載。

保証なし
旧経営者保証あり
新経営者保証なし

旧経営者保証なし
新経営者保証あり

二重徴求

（資料）金融庁 9



〇事業性評価の内容を考慮して経営者保証を求めなかった事例
(相談内容）

 代表者が高齢であり、将来の事業承継を見据えて、既存保証契約の解除および無保証で資金調達を行いたい旨の申し出。
 但し、適時・適切な情報開示が不十分であること、製品管理等において不安な面があるなど、ガイドライン要件を満たしていない状況。

（金融機関の対応）
 当社の工場実査を行うほか、当社得意先に対して業界動向や当社の評判、強みを聴取し、今後更なる成長が見込まれる市場であること、当社の高い営

業力等を確認。
 こうした事業性評価を行うことで、既存の保証契約を解除し、無保証で融資を実行。

〇ガイドラインの要件を十分に満たしていないものの、事業性評価の内容や信用保証協会との連携により、新・旧経営者の保証を解除した事例
(相談内容）

 創業者であった旧経営者が退任し、創業者の子息が新経営者に就任しており、新・旧経営者の２名から経営者保証を徴求していたため、事業承継の一
環として、経営者保証を解除できないか申し出。

 但し、事業承継後も旧経営者は同社の株式の大部分を有しており、実質的に経営にも関与していること、法人と旧経営者の間でＢＳ上に多額の役員
貸付金が計上されていること、当社から十分な担保提供は行われていないことなど、ガイドラインの要件を満たしていない状況。

（金融機関の対応）
 当社の事業性評価を実施するなかで、当社の収益状況を十分に把握できており、当行も当社の経営課題に対する支援（販路開拓支援・事業承継支

援・外部専門家の活用提案）を行うなど、当社と良好な関係を構築していたことや、信用保証協会との連携により、信用保証協会付についても経営者保
証の解除が可能であったことから新・旧経営者２名の保証解除を実施。

〇ガイドラインの要件を一部満たしていないが、事業承継に際し、新・旧経営者から経営者保証を求めなかった事例
（相談内容）
 代表取締役（旧経営者）が高齢であり、子息（新経営者）への事業承継の準備を進めるにあたり、旧経営者1名から個人保証を徴求しているところで

あったが、個人保証を解除したい旨の申し出。
 但し、法人と個人の資産の分離が明確に行われていないなど、一部ガイドラインの適用要件を満たしていない状況。

(金融機関の対応）
 当行及顧問税理士の指導の下、法人と個人の一体性の解消に向け取り組んでいること、事業承継を検討していた早期から当社と当行の連携を図って

きたことで、事業承継後に旧経営者が経営から離れても、新経営者の下で事業の継続性に問題がないことを踏まえ、旧経営者からの個人保証を解除する
とともに、新経営者に対し個人保証を徴求しないこととした。

（参考２）経営者保証に関するガイドライン －事例抜粋－
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